
様式第６号（第１０条関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第

　

１５

　

号

一般廃棄物収集運搬業許可証

住

　

所

　

群馬県館林市苗木町２５４８

氏

　

名 （株）鴇商

代表取締役

　

鴇崎

　

隆広

（法人にあっては、 主たる事務所の
所在地、名称及び代表者の氏名）

令和７年１１月２５日に申請のあった一般廃棄物収集運搬業については、 古河市廃棄物の処理

及び清掃に関する条例第１５条第１項の規定により、 次のとおり許可します。

営業所の所在地
及

　　

び

　　

名

　　

称

栃木県小山市大字間々田２４２３－６

㈱鴇商

　

小山営業所

取扱廃棄物の種類 一般廃棄物（ごみ）

搬入する処理施設
の所在地及び名称

古河市牧野地７６８－１ 古河クリーンセンター

坂東市寺久１３５３－１

　

さしまクリーンセンター寺久

車

　　　　　　　

両

とちぎ８００あ ８５８ とちぎ８００か９９８

とちぎ８００あ１１８７ とちぎ８００あ１５７３

とちぎ８００あ１６０２ とちぎ８００あ１６３９

とちぎ８００あ１７５５ とちぎ８００あ１７５９

とちぎ８００あ１９５２ とちぎ８００あ２０９５

とちぎ８００あ２０９６ とちぎ８００あ２２１０

とちぎ８００あ２２１１ とちぎ８００あ２３８７

とちぎ１００あ６７３２ とちぎ８００あ２４６４

とちぎ８００あ２４６６ とちぎ１００あ７１５１

とちぎ１００あ８１７８ とちぎ８００あ２５０５

許

　　

可

　　

期

　　

間 令和６年４月１日～令和８年３月３１日まで

条

　　　　　　　

件

【搬入先】
廃棄物の形状、排出された地域に応じて適切な処理施設に搬入す
る。

令和７年１１月２７日

古河市長

　

針谷
二‐ｆ船ゴ
－「〒「書４

　　　　

　　　　　　


